
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,320 円 3,855 円

4,320 円 4,256 円

4,320 円 3,866 円

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２９年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２７年度

平成３０年度 平成２８年度

平成３１年度 平成２９年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　2,750円　　世帯構成員　1人につき550円/人

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　2,7５0円

①使用水量による場合　1㎥につき132円

②その他による場合　建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準JISA3302―1988(昭和44
年建設省告示第3184号)を参考として、町長が別に定める人員１人につき550円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用使用料体系に同じ

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　26.6人/ha
（人口：3,305人、面積：124ha）

1箇所（智頭浄化センター　【処理方式：OD法】）

無し

処 理 区 数 1区（智頭処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成１５年度に中田、惣地、新見、山根、穂見、戸能の周辺集落を編入し、事業区域を94haから124haへ拡張
した。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適

智頭町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

平成12年度（20年）

智頭町

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

職 員 数

　税務住民課は令和2年度現在13人で、税務住民チームと生活環境チームに分かれており、生活環境チー
ム5名が、水道事業、下水道事業、浄化槽事業、公営住宅、環境衛生業務等に兼務して当たっている。処理
区域内人口の減少も見込まれる中でこれ以上の人員の増員は望めないため、今後も民間委託等を効果的
に活用しながら、現行の人員の確保に努める。
　また、将来を見据えて人材の育成にも取り組んでおり、鳥取県や東部管内、（公社）日本下水道協会等で開
催される勉強会に積極的に職員を参加させることで、職員の質の向上に努めつつ、ベテラン職員から若手職
員への技術の適正な継承を図る。

　令和2年度現在、税務住民課生活環境チームが、主に水道事業、下水道事業、浄化槽事業、公営住宅、環
境衛生業務等に兼務して当たっている。下水道事業については、事務職員のみの構成で技術系職員がおら
ず、また全員が兼務職員であるため、非常時対応には不安があるが、処理場やマンホールポンプの維持管
理業務等技術系の業務については、民間委託を効果的に活用することで、今後も現行の組織・人員構成で
事業運営が可能であると考えており、現時点で事業運営組織の変更は予定していない。
　ただし費用全体に占める委託費の割合が大きいため、今後は水道事業で実施しているクラウド管理システ
ム等、ICT技術の導入を下水道事業においても検討することで、クラウド遠隔管理による管理コストの削減、
及びそれを通じた委託（仕様）内容の見直しによる委託費の削減等、経費削減の可能性について検討する。

現在、エネルギー利用については検討中。

該当無し。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在、指定管理者制度については検討中。

町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置した。

 イ　指定管理者制度

　施設維持管理業務（1施設）、マンホールポンプ維持管理業務（55箇
所）、管理棟警備業務、電気設備管理業務（3箇所）、水質検査業務、
汚泥運搬業務、汚泥処理業務、汚泥成分検査業務を民間委託してい
る。
　ただし、消防設備の点検業務については、総務課において他の会
計と一括で発注することにより、委託費の削減を図っている。
　今後も複数年度契約の採用や事業を跨いだ契約により委託料削減
に努めるが、さらに施設等の維持管理業務において、市町村を跨い
だ契約ができないかを広域化に関する協議会等を通じて検討し、さら
なる委託費削減に努める。民 間 活 用 の 状 況



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

◆経営理念
重要な社会資本である下水道事業について、経営の健全化により持続的な経営に努め、安定的な放流異質の確保による公共用水域の水
質の保全及び生活環境の向上を目標とする。

◆経営の基本方針
○ストックマネジメントを導入して、施設・管渠の計画的な改築・修繕による「事後保全型」から「予防保全型」経営への転換を図る事で収益
的収支比率50％以上を目指す。

○施設・管渠の投資には自己財源だけで賄うのは厳しいため、企業債は利用するが、将来世代の負担を増やさないように発行額を減少さ
せ、企業債残高対事業規模比率を1,000％未満に抑える事を目標とする。

◆経営改善
○本経営戦略ではこれらのほか財政面や投資面の両面においてＫＰＩ（重要経営指標）を設定し、その推移に着目しながら、ＰＤＣＡサイク
ルに基づいた継続的な経営改善を図る方針である。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　ⅰ)管渠施設の建設に関して
　智頭処理区の整備は終了しているため、これ以上の整備を行なわないものとして計画している。
　新たな整備を行なわず、既存の施設の最適化・長寿命化を検討する。
　ⅱ）管渠施設の更新に関して
　処理場、管渠ともに供用開始から20年と新しく、管渠の耐用年数等を踏まえると、今後10年は小規模な修繕はあるものの、大規模な更新
改修は無い見込みである。
　例えば、管渠に関しては、一般的な管渠の耐用年数が50年である。したがって、本計画期間中においては耐用年数期間内であることから
更新工事は実施していない。
　また、持続可能な事業の実施を図るため、ストックマネジメントの策定した。ストックマネジメントとは、施設の状況を客観的に把握・評価
し、中長期的な施設の状況を予測しながら、施設の計画的かつ効率的な維持管理をしていこうとするものである。
　ストックマネジメント基本計画により、毎年度に概ね3,000万円程度の改築更新費用を予定している。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　平成27年度決算「経営比較分析表」を添付している。
　この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を用いて、特定環境保全公共下水道事業の経年比較や類似団体との比較
等々複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に表している。



②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

　施設・設備の長寿命化や投資の平準化については、投資・財政計画に折り込み済であ
る。
　施設・管渠については、共用開始から17年でまだ新しく、大規模な投資は考えていない
が、小規模な改修・更新工事を想定しており、平成31年度より隔年で10,000千円の建設
改良費をそのための費用として予定している。
　持続可能な事業の実施を図るため、ストックマネジメントを導入し、施設の状況を客観
的に把握・評価をし、施設・管路の更新･改修によるコストの平準化に努める。
　具体的には、今後の財政状況、国の動向を注視しながら、検討する。

　現在予定していないが、将来的には必要性、実施時期などについて慎重に判断をし
て、隣接する農業集落排水処理区との統合なども検討し、より効率的な維持管理を選択
する。
　地理的な条件から見て、施設等の広域化等についても現状予定していないが、人口の
減少による処理水量の減少が見込まれるため、将来的に供給過剰とならないよう、施設
の廃止・統合（ダウンサイジング）や性能の合理化（スペックダウン）について検討してい
く予定である。

広域化・共同化・最適化に関する事項

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

【使用料収入】
　本町の主な収入は下水道使用料・受益者分担金・地方債・一般会計からの繰入金となっている。
　本町の下水道使用料は、「基本使用料2,700円×戸数（世帯数）＋使用料単価540円×人口」で計算されるため、将来の使用料収入の試
算にあたっては、戸数（世帯数）と処理区域内人口を試算する必要がある。それぞれ以下のとおり仮定した。
　・国立社会保障・人口問題研究所の試算により、智頭町の人口は年2.15％の割合で減少することが見込まれているため、処理区域内人
口も同比率で減少するものと仮定した。
　・戸数（世帯数）は日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）の鳥取県の試算ををもとに、年0.53％の割合で減少するものと仮定した。
　新規加入金については、処理区の整備も概成し、水洗化率も平成27年度で81.15％と類似団体と比較しやや低い数値ではあるが、新規
接続者数は少なく一定した新規加入金による収益を見込めないため、収入の中に算定していない。
【企業債の発行】
　 企業債については、資本平準化債を発行可能額以内で発行・償還を計画した。平成31年度からは隔年で10,000千円の投資を計画してい
るため、財源として投資額の50％を企業債発行により調達することを考えている。企業債残高事業規模比率の推移を見ると、平成24年度
に3,156％に対し、平成28年度には2,478％となっており、償還金に関しては、既にピークを迎えている。今後資本費平準化債の借り入れは
予定しているものの、計画期間内で企業債残高は減少し、平成39年度における企業債残高事業規模比率は1,073％と大幅に改善されると
予想している。
　なお資本平準化債については現在、入札により民間の金融機関から低金利で借り受けている。
【一般会計からの繰入金】
　収益的収支比率は、直近5期は概ね41％～42％の範囲で推移しており、他団体に比べて低い数値となっており、下水道使用料・受益者
分担金・地方債で賄い得ない残りの金額について、一般会計からの繰入金で補填しているのが現状である。収益的収支比率は、計画期間
内でやや改善されることが予想されるものの、過大な一般会計からの繰入金は受益者負担の原則の点から不適切であるため、一般会計
からの繰入金を極力減らすため、確実な使用料収納と資本平準化債の発行を計画した。また汚水処理原価等、経費の削減に努め、計画
期間内に収益的収支比率を50％にすることを目標とした。

【職員給与費に関する事項】
　平成34年度に1名、定年による退職を予定しているため、平成35年度の試算より、公共下水部門の人員を3名から2名に減少させている。
現状新たに人員を補充することは検討していない。一人当たりの職員給与費は、「智頭町職員給料等平均（一般行政職員）」を基に算出し
ており、平成２９年度の職員給与費（10,714千円）から経年により毎年2％ずつ上昇するものと仮定して算定した。
【薬品費に関する事項】
　国立社会保障・人口問題研究所の試算によると、本町の人口は平成27年～平成37年までの10年間で、20％程度減少することが見込ま
れる。処理区域内人口も同比率で減少するものと仮定すると、平成28年度3,581人に対して、平成39年度には2,736人となることが見込まれ
る。人口減少に伴う処理水量の減少により、変動費である薬品費も減少することが見込まれるため、経費削減の努力も考慮して、人口減少
比率と同じ年2.15％で減少するものとして算定した。
【動力費に関する事項】
　これまでの実績を見るとやや増加傾向にある事から、過去5年の最大値から費用を算出した。　具体的には、平成24年度から平成28年度
の最大値6,062千円で、平成39年度まで推移するものとして算定した。
【修繕費・材料費・その他費用に関する事項】
　修繕の状況等により年度で見るとばらつきが生じるため、過去5年の平均から費用を算出した。　具体的には、平成29年度より、修繕費：
5,051千円・材料費：403千円・その他費用：51,749千円で平成39年度まで推移するものとして算定した。
※今後の消費税増税などによる影響は考慮していない。



②　今後の財源についての考え方・検討状況

　マンホールポンプ施設通報装置の一部について、電話回線を使用した通報からFOMA
回線を使用した通報への切替を行っている。切替が未了の部分についても、順次切替
を行い、不測の事態に対して迅速に対応できるよう努める。
　水道事業において、従来よりクラウド型監視システムを導入して、管末水質管理の経
費削減に取り組んでおり、遠隔管理による巡回業務の削減等を通じて、サービスの質を
落とすことなく、人件費や経費の削減に努めている。
　下水道事業においても、電話回線からFOMA回線を利用した通報システムへの切替を
進める中で、クラウド型監視システムの導入についても検討することで、維持管理コスト
の削減と迅速な緊急時対応に努める。また簡易水道事業にも導入を検討しているため、
事業を跨いだ一括発注による経費の削減の可能性についても検討する。

　町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置した。

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　建設改良に当たっては、国の補助事業活用など、適切な財源確保を検討する。

　浄化センター等の壁面等を、安全性を阻害しない範囲で民間会社等に貸し出すこと
で、広告収入を得られないか検討する。

　本町の使用料は県内において高水準にあり、下水道利用者への過度な負担増を避け
るため、現状の使用料（税抜）の料金改定は検討していない。　ただし3～5年後のローリ
ングにより、料金収入が現状見込みを下回ることがあれば、料金体系の改定も検討しな
ければならないと考える。
　人口減少・事業所の減少により今後使用料収入の減少が見込まれること、資本費平
準化債の発行可能額の減少が見込まれることから、一般会計からの繰入金の増加が見
込まれる。　また、資本費平準化債は将来への負担の先送りであり、過度な一般会計か
らの繰入金は受益者負担の原則の点から見て不適切である。今後は資本費平準化債・
一般会計からの繰入金を減らし持続可能な事業としていくべく、適切な汚水処理原価を
把握し、経営健全化に向けて必要に応じて使用料の改定も検討する。
　本町の平成27年度における経費回収率は67.78％、汚水処理原価は290.56円であり、
近隣団体に比べて低い数値ではないことから、収益的収支が低い理由は、企業債の償
還金負担の重さにあると考えられる。
　企業債償還額は今後少しずつ減少することが見込まれるため、適切な汚水処理原価
を把握してその削減に努め、合わせて経営健全化に向けて必要に応じて使用料の改訂
も検討することで、まずは収益的収支比率を計画期間内に50％にすることを目標とし、
いずれは収支均衡を図るべく努める。

使用料の見直しに関する事項



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　町内の各部局の代表者からなるPFI検討会を設置した。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、適切な進捗管理を行い、また、3年～5年後ごとを目安に見直しを行うことによりPDACサ
イクルを効果的にまわして、本経営戦略の事後検証、点検を行う。
　従来から経営分析で用いられている「経営の健全性」「経営の効率性」「老朽化の状況」の視点に
基づく各種指標の動向にも留意する。

職員給与費に関する事項

　特定環境保全公共下水道事業には、主に税務住民課生活環境チームの職員が兼務
して当たっているため、業務への従事割合等を参考に、特定環境保全公共下水道事業
には3人の事務職員給与費をおいて算定（ただし令和4年度に1名退職することにより、
令和5年度以降は2名）しており、投資・財政計画の中で職員の増員は考えていない。た
だ事業の重要性や業務内容の変化など必要に応じて、職員の増減を検討する。

動力費に関する事項 　令和2年度に、2021年度からの3カ年の電力供給業務の入札を行った。

修繕費に関する事項
　現状において見込まれる修繕費は収支計画に折り込み済である。供用開始から20年
経過しており、固定資産の老朽化が進むと消耗部品等の交換といった小規模の修繕が
増える見込みであるので、修繕費の推移には今後も留意する。

委託費に関する事項

　現状、マンホールポンプの維持管理（年間29,000千円）と浄化センターの維持管理（年
間25,000千円）を特定の業者に委託しており、下水道と合わせると委託費が54,000千円
と多額になっている。
ただし鳥取県内でこうした維持管理業務を委託できるのは現在の委託先業者に限られ
ており、委託先を変更することは困難であると考えられる。
　しかし、本町には技術系職員がおらず、費用全体に占める委託費の割合が大きいた
め、多額の一般会計からの繰入金を必要とする現状を踏まえると、今後委託に係る費
用の一層の削減が不可欠となる。複数年度契約の採用や事業を跨いだ契約により委託
料を削減できないかを検討する。さらに水質検査や施設等の維持管理業務において、
市町村を跨いだ契約ができないかを広域化に関する協議会等を通じて検討し、さらなる
委託費削減に努める。
　委託に依存せず、技術系職員を採用して本町が維持管理業務を実施することも検討し
ており、計画期間内では毎年50％超の大幅な維持管理に係る委託費の削減効果が期
待できる。したがって現状の委託に係る費用が過大となっていないかについても検証を
行う予定である。

その他の取組

【料金徴収】
・料金の徴収については、現状、口座振替と納付書による納付のみであるため、利用者
の利便性の向上と、確実な使用料の徴収を行うため、コンビニ決済の導入する。
【台帳管理】
・現状、管路台帳と固定資産台帳の連動が難しく、管路台帳データを活用し切れていな
いため、下水道事業の法適化も見据えて、より操作性や連動性の高いシステムの構築
を検討する。
【下水道料金システム】
・現状、下水道料金システムの使い勝手が悪く、システムを活かしきれていないため、下
水道事業の法適化も見据えて、より操作性や連動性の高いシステムの構築を検討す
る。
【地方公営企業法の適用】
・下水道事業の事務、経理等においては地方公営企業法が適用されておらず、民間企
業では計上されるべき減価償却費や引当金等が計上されていない。これら経費や負債
を適切に計上し、より精度の高い財務シミュレーションや経営戦略の策定を行うため、地
方公営企業法の適用を行う。

薬品費に関する事項

　保存期間の長い薬品等については、1回あたりの発注量を見直し、より経済的な発注
単位での購入に努めることで、購入単価の削減できないか検討する。
　さらに数年度契約の採用や事業を跨いだ契約により、購入価額を削減できないかを検
討する。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（一般会計繰入金を一定とした場合）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

（本年度） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

1 (A) 211,308 122,713 121,710 120,727 119,761 118,813 117,881 116,967 116,070 115,188 114,322 113,472

（１） (B) 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

ア 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

イ (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 130,803 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707

ア 130,803 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (D) 120,445 117,081 115,352 113,724 112,039 110,412 108,683 102,960 101,057 99,266 97,056 95,058

（１） 87,721 86,615 86,797 86,985 87,177 87,375 87,578 83,764 83,898 84,034 84,175 84,320

ア 22,783 21,874 22,088 22,307 22,530 22,757 22,989 19,204 19,365 19,529 19,696 19,867

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 64,938 64,741 64,709 64,678 64,648 64,618 64,589 64,561 64,533 64,506 64,479 64,453

（２） 32,724 30,466 28,555 26,739 24,862 23,037 21,105 19,196 17,159 15,232 12,881 10,738

ア 32,724 30,466 28,555 26,739 24,862 23,037 21,105 19,196 17,159 15,232 12,881 10,738

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (E) 90,863 5,632 6,358 7,003 7,721 8,400 9,198 14,007 15,013 15,922 17,266 18,414

1 (F) 71,170 151,216 150,216 155,016 139,216 148,016 137,216 149,016 138,816 115,116 104,316 115,116

（１） 63,800 46,900 45,900 45,300 34,900 38,300 32,900 39,300 34,500 5,400 0 5,400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 6,828 104,316 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（６） 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（７） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (G) 162,043 149,204 149,683 156,167 142,755 152,906 144,892 158,281 150,555 163,101 149,423 150,405

（１） 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） (H) 162,043 149,204 149,683 146,167 142,755 142,906 144,892 148,281 150,555 153,101 149,423 140,405

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (I) △ 90,873 2,012 533 △ 1,151 △ 3,539 △ 4,890 △ 7,676 △ 9,265 △ 11,739 △ 47,985 △ 45,107 △ 35,289

(J) △ 10 7,644 6,891 5,852 4,183 3,511 1,523 4,742 3,274 △ 32,063 △ 27,841 △ 16,875

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

収 支 差 引 (A)-(D)

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（一般会計繰入金を一定とした場合）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

（本年度） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

(K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(L) 3,060 3,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 3,050 10,694 6,891 5,852 4,183 3,511 1,523 4,742 3,274 △ 32,063 △ 27,841 △ 16,875

(O) 3,050 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 0 7,694 6,891 5,852 4,183 3,511 1,523 4,742 3,274 0 0 0

(Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,063 27,841 16,875
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 1,994,537 1,892,233 1,788,450 1,687,583 1,579,728 1,475,122 1,363,130 1,254,149 1,138,094 990,393 840,970 705,965

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

130,803 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707 47,707

6,828 104,316 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716 104,316 109,716

137,631 152,024 152,024 157,424 152,024 157,424 152,024 157,424 152,024 157,424 152,024 157,424

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

25.66

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 74.80 46.08 45.92 46.45 47.00

0.00 0.00 0.00 0.00 47.51 41.79） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48.1946.90

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

46.49 46.56 46.13 45.64 46.38

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

本年度

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（一般会計繰入金を一定としなかった場合）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

1 (A) 211,308 117,081 115,352 113,724 112,040 110,412 108,683 102,961 101,057 99,267 97,056 95,058

（１） (B) 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

ア 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

イ (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 130,803 42,076 41,349 40,705 39,986 39,307 38,509 33,701 32,695 31,786 30,441 29,293

ア 130,803 42,076 41,349 40,705 39,986 39,307 38,509 33,701 32,695 31,786 30,441 29,293

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (D) 120,445 117,081 115,352 113,724 112,040 110,412 108,683 102,961 101,057 99,267 97,056 95,058

（１） 87,721 86,615 86,797 86,985 87,178 87,375 87,578 83,765 83,898 84,035 84,175 84,320

ア 22,783 21,874 22,088 22,307 22,530 22,757 22,989 19,204 19,365 19,529 19,696 19,867

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 64,938 64,741 64,709 64,678 64,648 64,618 64,589 64,561 64,533 64,506 64,479 64,453

（２） 32,724 30,466 28,555 26,739 24,862 23,037 21,105 19,196 17,159 15,232 12,881 10,738

ア 32,724 30,466 28,555 26,739 24,862 23,037 21,105 19,196 17,159 15,232 12,881 10,738

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (E) 90,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 (F) 71,170 149,154 146,683 156,167 142,755 152,906 144,892 158,281 150,555 163,101 149,423 150,405

（１） 63,800 46,900 45,900 45,300 34,900 38,300 32,900 39,300 34,500 5,400 0 5,400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 6,828 102,254 100,783 110,867 107,855 114,606 111,992 118,981 116,055 157,701 149,423 145,005

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（６） 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（７） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (G) 162,043 149,204 149,683 156,167 142,755 152,906 144,892 158,281 150,555 163,101 149,423 150,405

（１） 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） (H) 162,043 149,204 149,683 146,167 142,755 142,906 144,892 148,281 150,555 153,101 149,423 140,405

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (I) △ 90,873 △ 50 △ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(J) △ 10 △ 50 △ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（一般会計繰入金を一定としなかった場合）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）
本年度

(K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(L) 3,060 3,050 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 3,050 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 3,050 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 80,505 75,005 74,003 73,019 72,054 71,105 70,174 69,260 68,362 67,481 66,615 65,765

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 1,994,537 1,892,233 1,788,450 1,687,583 1,579,728 1,475,122 1,363,130 1,254,149 1,138,094 990,393 840,970 705,965

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

130,803 42,076 41,349 40,705 39,986 39,307 38,509 33,701 32,695 31,786 30,441 29,293

6,828 102,254 100,783 110,867 107,855 114,606 111,992 118,981 116,055 157,701 149,423 145,005

137,631 144,330 142,132 151,572 147,841 153,913 150,501 152,682 148,750 189,487 179,864 174,298

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

0.00 0.00 0.00 0.00

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 74.80 43.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00赤 字 比 率 （ ×100 ） 0.00 0.00

40.16 39.33 39.38 40.37

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R) 0 0

43.52 43.76 43.97 43.59 42.86 40.98

0

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

0 0 0

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

0 0 0 0 0 0

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計


